
子ども居場所づくり総合支援事業補助金　Q&A

　

費目 子ども食堂等 学習支援

食器（使い捨てでないもの）、鍋

等の調理器具、炊飯器・ポット等

の調理家電を含む。

開設に必要な教材、文具等を含

む。

(2) 備品購入費

（一品５万円以上）
冷蔵庫、電子レンジ等 タブレット等

(1) 賃金

(2) 報償費

(3) 旅費

食材費、使い捨て食器、手袋等 教材、文房具等

食材の運搬費用 通信費

(6) 委託費 事業実施に直接必要なもので、外部に業務を依頼する費用

(7) 使用料及び賃借

料

(8) 備品購入費 

新

規

開

設

等

経

費

 Q1　補助対象経費の具体例を教えてください

 A2　想定される経費の例を下記の表にまとめましたので、ご参照ください。

　     対象経費とされている費目でも、事業に直接関係のない経費は認められません

        ので、ご留意ください。子ども食堂、学習支援以外は、これに準じた取扱いと

        します。

机、いす、パーティション等

(1) 消耗品費

（一品５万円未満）

(3) 飲食店営業の許可に係る手数料及び食品衛生責任者講習会の受講に要する費用について

は、食事を提供する事業を実施する団体のみ申請可

(5) 役務費

事業内容、活動スケジュール等を確認し、リース・レンタルより備品購

入が適切な場合であって、本事業に直接資するもののみ認めます。事前

に相談ください。

事業の実施に要する会場使用料、機器リース料、バス借上料、タクシー

代、コピー使用料、施設入場料等

運

営

費

ボランティア、講師等への謝金

事業に係るアルバイトの給料等。団体の恒常的な人件費は除く。

ボランティア、講師等の交通費

水光熱費、消耗品費（一品５万円未満。各種材料費、教材費、資料代、

マスク、消毒等）、燃料費、光熱水費、印刷製本費（チラシ印刷等）

(4) 需用費

郵送料、配送料、手数料、保険料（ボランティア保険等）、広報費、筆

耕料、通信費、運搬費等



　

 A５　１団体につき１回の申請となりますので、取組内容に関わらず、月３回開催と

         して申請してください。

 Q６　夏休みに12回開催したら、月１回の開催として申請できますか？

 Q３　食事代の費用徴収はいくらでもよいですか？

 A３　子どもの食事は原則無料を想定していますが、低額であれば実費相当分を徴収

　　   することは可能です。子ども以外については、低額の実費相当分を徴収でき

         ます。

 Q4　対象者を限定して相談支援活動などを行っていますが、こうした活動も補助対象

        となりますか？

 A４　事業の目的や対象者を限定している理由等を確認して、個別に回答させて頂き

        ますので、事業計画に詳細な記載をお願いいたします。申請が認められた場合も、

        既存の対象者だけでなく、対象に該当する新規の子どもの受け入れをお願い

        します。

 A２　当事業は子どもの居場所づくりを目的としているため、対象外となります。

 Q５　子ども食堂を月１回、学習支援教室を月２回開催しています。

　  　 どのように申請したらよいですか？

 A６　子どもの居場所づくりを目的としているため、定期的な開催をお願いして

　　　います。月１回以上開催した上で、夏休みに回数を増やして開催することは

　　　可能ですが、夏休み等の長期休暇期間に集中的に実施する取組のみの場合は

　　　補助金の対象外となります。

 Q７　７月に申請し、９月に事業開始の場合、運営費の上限額はいくらになりますか？

 A７　９月～翌年３月の７か月分となりますので、月１回開催の場合、

　   　上限額100,000円×７／12＝58,000円　となります。（※1,000円未満切り捨て）

 Q２　お弁当配達やパントリーは対象とならないのですか？



　 開催回数 上限額

月１回 50,000円

月２回 50,000円

月３回 75,000円

月４回 100,000円

月５回以上 125,000円

A９  【新規開設等経費】

　  　月１回以上の開催ができなかった場合は、全額返納となります。

    　【運営費】

　  　月２回開催予定で、月１回しか開催できなかった場合は、補助金の上限額を

　　  10万円に変更し、差額を返納頂きます。月１回の開催もできなかった場合は、

        全額返納頂くことになります。

        事業計画通りの開催が困難になった場合は、お早めにご連絡をお願いいたします。

 Q10　月１回開催予定で、月２回開催した場合は上限額を増額できますか？

 A10　申し訳ありませんが、交付決定後の増額はできません。

 Q8　７月に申請し、９月に事業開始の場合、新規開設等経費と運営費の両方を

　　  申請できますか？

Q９　月２回開催予定で申請したが、開催できなかった場合はどうなりますか？

 A８　両方の申請が可能です。月１回開催の場合、

　　   新規開設等経費上限額100,000円＋運営費７か月分上限額58,000円

 Q11　食材費に上限はありますか？

 A11　子ども食堂を実施する団体のみ下記のとおり申請可能です。


